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※注意事項※ 

１．この一覧表は、水質汚濁防止法に基づき各公害対策課に届け出がされ

た特定事業場をとりまとめたものであり、一覧表に記載がないものに

ついて、特定施設が無いことを保証するものではありません。 

２．届出の遅延等により、一覧表に記載されていない場合、又は掲載事項

に変更が生じている場合があります。 

３．所在地については、住居表示の変更等があっても、その後届出がされ

ていない場合は、旧表示で記載されている場合があります。 

４．「主たる特定施設番号」の欄で「91」は、指定地域特定施設（処理対

象人員が 201人以上 500 人以下のし尿浄化槽）を示します。 

５．この一覧表に記載されている情報の利用により生じた事故・損害につ

いては、名古屋市は一切責任を負いません。 






















